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１【提出理由】

　当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：ＮＡＴＯＣＯ　ＰＡＩＮＴ　（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）　ＣＯ．，ＬＴＤ．

②　住所　　　　：№91/1　Chaiyo Building,Room №705,7th Floor,Rama 9 Road,Huai Khwang Sub-district,

Huai Khwang District,Bangkok

③　代表者の氏名：粕谷　英史（当社取締役）

④　資本金　　　：１００，０００，０００バーツ

⑤　事業の内容　：塗料、ファインケミカル製品の販売

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　－

異動後：１００，０００，０００バーツ

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：　－

異動後：１００％

（注）　「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は

出資比率を記載しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社は、中国や東南アジアをはじめ、今後需要増加が見込まれる地域に製品を供給し、海外売上

高比率を高めていくことを事業戦略の一つとしております。タイ王国は、製造業を中心に日本は

もとより欧米諸国からも多くの企業が進出しており、今後も当社製品の需要が見込まれ、その需

要に迅速に対応するため、タイ王国バンコク市に販売子会社を2019年３月28日に設立いたしまし

た。

当該子会社へ2019年４月９日に資本金の払込を実施した結果、資本金の額が当社の資本金の額の

100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することなりました。

②　異動の年月日：2019年４月９日

 

以　上
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